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サービスごとの指導事項【共同生活援助（障害者総合支援法）】 

１ 人員基準関係                        

（１）人員基準における用語の定義等  

＜共通「11 人員基準等について」参照＞ 

 ◆ 従業者の員数を算定する場合の「利用者の数」 

◎ 原則：前年度（前年４月１日～当該年３月３１日）の平均値 

当該年度の前年度の利用者延べ数÷開所日数（小数点第２位以下切り上げ） 

◎ 定員を増減した場合等の「利用者数」の考え方 

《新設・定員を増加した場合》 
①  新設・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 定員の９０％ 

   ② 増加（増加時点から６月未満）・・・・・・・増加前の前年度利用者数＋増加人数の
９０％ 

   ③ 新 設 ・ 増 加 （ 新 設 ・ 増 加 時 点 か ら ６ 月 以 上 １ 年 未 満 ）・・・直近６月における全利用者の延べ数を 
                          当該６月間の開所日数で除して得た数 
   ④ 新 設 ・ 増 加 （ 新 設 ・ 増 加 時 点 か ら １ 年 以 上 経 過 ）・・・・・直近１年における全利用者の延べ数を 
                          当該１年間の開所日数で除して得た数 
                          （前年度の実績がない場合） 
  《減少した場合》 
   ⑤ 減少（減少時点から３月以上）・・・・・・・減少後の利用者数等の延べ数を当該 
                          ３月間の開所日数で除して得た数 
                          （前年の実績がない場合） 

（２）各類型の人員配置基準（直接処遇職員）  

◆ 介護サービス包括型 

・生活支援員：指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で次に掲げる数の合計数以上 

・障害支援区分３に該当する利用者の数を９で除した数 

・障害支援区分４に該当する利用者の数を６で除した数 

・障害支援区分５に該当する利用者の数を４で除した数 

・障害支援区分６に該当する利用者の数を 2.5 で除した数 

・世 話 人：指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を６で除した数以上 

 （いずれも小数点第２位以下切り捨て）  

◆ 日中サービス支援型 

・生活支援員：夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援

助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事

業所ごとに、常勤換算方法で次に掲げる数の合計数以上 

・障害支援区分３に該当する利用者の数を９で除した数 

・障害支援区分４に該当する利用者の数を６で除した数 

・障害支援区分５に該当する利用者の数を４で除した数 

・障害支援区分６に該当する利用者の数を 2.5 で除した数 

・世 話 人 ：夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援

助の提供に当たる世話人の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所

ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を５で除した数以上 

◎ 共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の夜間支援従事者（夜間及
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び深夜の時間帯に勤務（宿直勤務を除く。）を行う世話人又は生活支援員をいう。）を配

置するもの（原則、１ユニット（１０人）ごとに１人以上配置）。日中サービス支援型の

み夜間支援従事者の配置が必須。 

◎ 日中サービス支援型指定共同生活援助の世話人または生活支援員のうち、1 人以上は、 

常勤でなければならない。 

◆ 外部サービス利用型   

・世 話 人 ：外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、 

利用者の数を６で除した数以上 

 

（３）サービス管理責任者の配置及び要件について  

◆《サービス管理責任者の配置基準》 

   利用者数３０以下：１人以上 

   利用者数３１以上：１人に、利用者数が３０を超えて３０又はその端数を増すごとに 

            １人を加えて得た数以上 

    ※上記の「利用者数」は「前年度の平均値」（GH－１を参照）。 

    ※共同生活援助事業所におけるサービス管理責任者については、当該事業所に置かれる 

     世話人又は生活支援員のいずれかの職務と兼務して差し支えありませんが、当該事業

所における入居定員が 20 人以上である場合については、できる限り専従のサービス

管理責任者を確保するよう努めてください。 
    ※サービス管理責任者は常勤換算方法により、必要な員数の配置が求められるものでは

ありませんが、サービス管理責任者として必要な勤務時間が確保されている必要があ
ります。 

 
◆ サービス管理責任者の研修及び実務要件の要点等 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◎一定期間毎の知識や技術の更新を図るとともに、実践の積み重ねを行いながら段階的なスキル

アップを図ることができるよう、平成３１（令和元）年より新体系となり、研修が基礎研修、

実践研修、更新研修に分かれています。 

 

◎旧体系研修受講者は令和６年３月３１日までに更新研修の受講していない場合、資格が失  効

しているため、サービス管理責任者欠如減算が適用される場合があります。 

 

◎令和４年３月３１日までに相談支援従事者初任者研修（講義部分）とサービス管理責任者基礎

研修を受講修了し実務経験要件を満たしている者を対象に、サービス管理責任者の配置（みな

し配置）を認める取扱いは終了しました。 

 

サービス管理責任者のみなし配置は失効しているため、 

サービス管理責任者欠如減算が適用される場合があります。 

 ★サービス管理責任者のみなし配置を行っていた事業所は特にご注意ください。 

 

◎令和４年４月１日以降に基礎研修を受講修了した者は、両研修を受講修了し、実務経験要件を

満たしたうえで、基礎研修修了者となった日以後サービス管理責任者実践研修受講開始前５年

間に通算して２年以上の実務経験（OJT）を満たし、実践研修を受講修了した場合に、サービ

ス管理責任者としての配置が可能となります。 
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サービス管理責任者 

として配置               実践研修を修了した年度の翌年度を初年度とし
て 5 年ごとに更新研修を受けなければ、サービス
管理責任者等としての資格は喪失します。(更新研
修の受講要件等の詳細に関しましては、国の通知
等をご覧ください。)  

 
 
 

実践研修 基礎研修 実務経験 

（条件・内容に応じて３～８年） 

障害者の保健・医療・福祉・就労・

教育の分野における直接支援・相談

支援などの業務における実務経験 

（実際の従事日数が1年あたり180

日以上あること） 

相談支援従事者初任者

研修（講義部分の一部） 

サービス管理責任者研修

（講義・演習）を受講 

サービス管理 

責任者実践研修 

更新研修 

専門コース別 

研修 

任意研修 



 

＜ＧＨ‐4＞ 

≪参 考≫ サービス管理責任者の実務経験 

業務範囲 業 務 内 容 
実務経験 

年数・日数 

障
害
者
の
保
健
、
医
療
福
祉
、
就
労
、
教
育
の
分
野
に
お
け
る
支
援
業
務 

第
１ 

相
談
支
援
業
務 

（１）施設等において相談支援業務に従事する者 
○地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害
者相談支援事業 

○児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更
生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センター 

○障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救
護施設及び更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター 

〇一般相談支援事業、特定相談支援事業、児童福祉法に規定する障害児相談支援
事業、旧障害児相談支援事業、介護保険法に規定する居宅介護支援事業及び介
護予防支援事業 

5 年以上 

かつ 
900 日以上 
 

※3 年以上
で基礎研修 
受講可 

（２）保険医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当す
る者 

ア 社会福祉主事任用資格を有する者 
イ 相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務
を行うために必要な知識及び技術を修得したものと認められる者（訪問介護員
２級以上に相当する研修を修了した者） 

ウ 国家資格等(※１)を有す者 
エ （１）・（３）・（４）に従事した期間が１年以上ある者 

（３）障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターにおける就労支援に関
する相談支援の業務に従事する者 

（４）特別支援学校における進路相談・教育相談の業務に従事する者 

（５）その他これらの業務に準ずると北九州市長が認めた業務に従事する者 

第
２ 
直
接
支
援
業
務 

（６）施設及び医療機関等において介護業務に従事する者 
○障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院又
は診療所の療養病床 

○障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業 
○保険医療機関、保険薬局、訪問看護事業所 

8 年以上 
1440 日以上 

 
※6年以上
で基礎研修 

受講可 
 

（７）特例子会社、重度障害者多数雇用事業所における就業支援の業務に従事 
する者 

（８）特別支援学校における職業教育の業務に従事する者 

（９）その他これらの業務に準ずると北九州市長が認めた業務に従事する者 

第
３ 

有
資
格
者
等 

上記「第２」の直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者 
ア 社会福祉主事任用資格者 
イ 相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務
を行うために必要な知識及び技術を修得したものと認められる者（訪問介護員
２級以上に相当する研修を修了した者） 

ウ 児童指導員任用資格者 
エ 保育士 
オ 精神障害者社会復帰指導員任用資格者 

5 年以上 

かつ 
900 日以上 

 

※3年以上
で基礎研修 

受講可 

上記「第１の相談支援業務」及び「第２の直接支援業務」に従事する者で、国家
資格等(※)による業務に３年以上従事している者 

3 年以上 

かつ 
540 日以上 

 

※1年以上
で基礎研修 
受講可 
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「第１ 相談支援業務」 

身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する

相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務その他これに準ずる業務 

「第２ 直接支援業務」 

身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護又は日常

生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援、並びにその訓練などを行

う者に対して訓練等に関する指導を行う業務を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務その他職

業訓練又は職業教育に係る業務 

（※）医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓

練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、

精神保健福祉士、公認心理師 

 

（注）実務経験及び日数について 

１年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が１年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が１年あたり１８０日以上

であることをいう。 

例えば、５年以上の実務経験であれば、業務に従事した期間が５年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が９００日以

上であることをいう。 

 

 

（４）管理者について  

  管理者：事業所の従業員及び業務の管理その他の管理を一元的に行う者。原則として管理業

務に従事する者を 常勤 で配置すること。（ただし、管理業務に支障がない場合は

他の職務の兼務可） 

 

（５）人員配置の確認  

 

◆ 従業員は「利用者数の前年度の平均値」を基準に配置が必要ですので（新設等の場合は、 

「（１）人員基準における用語の定義等」を参照。）、年度ごとに人員基準を満たしているか、 

必ず確認を行ってください。 

なお、人員欠如となった場合には、報酬が減算されることがありますので、速やかに届け出

るとともに、人員の補充を行ってください。 

 

◆ 世話人や生活支援員として配置されている者を、夜間支援従事者として配置することはでき

ますが、労働基準法に定める労働時間の上限を超えないようにしてください。また、夜間支援

の勤務時間を基準上の世話人、生活支援員の勤務時間に算入することはできませんので、ご注

意ください。 
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２ 設備基準関係                        

（１） 住居の追加・移転  

◆ 住居の移転や追加を行う場合は、変更の届出を行っていただく必要がありますが、居室の

面積や支援の内容等を確認する必要があるため、計画段階で事前に本市障害者支援課へご相

談ください。 

また、各種法令における要件を満たすかどうかの確認が必要となります。 

◆ 障害者総合支援法の理念である「地域社会での共生」の観点から、原則として、日中活動

系サービス事業所と共同生活住居は同一建物、同一敷地とならないようご注意ください。 

 ◆ 居室・住居の定員増の場合も、各種法令における要件を満たすかどうかの確認が必要です。 

 

※ 上記に該当する計画を検討する場合は、必ず本市障害者支援課と事前協議を行ってくだ

さい。 

（２）非常災害対策、防火対策・消防設備  

※非常災害対策については、合わせて＜共通「10 非常災害対策、衛生管理等について」参照＞ 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

！ 火災、風水害、地震等の非常災害の種類ごとに具体的な計画を定めていますか。 

！ 想定される災害種別に応じて、災害時の緊急対応や避難場所、避難ルートなどを検討し、

計画を作成していますか。 

！ 作成した計画に基づき、特定災害種別に偏らず、多様な災害種別を想定した訓練を実施し

ていますか。 

！ 入所施設やグループホーム等については、先の大規模震災等を踏まえ、近隣の協力医療機

関・福祉施設との連携を検討していただくよう、お願いいたします。 

 

※建物の構造や利用者の受け入れ状況によって、グループホーム内にスプリンクラーの設置が

必要となる場合があります。また、スプリンクラーの設置義務がない場合でも、面積等の要

件に応じて自動火災報知設備、火災通報装置等の設置や、防火管理者の選任が必要な場合が

あります。 

 グループホームの開設にあたっては、関係部局に十分な確認を行うようお願いします。 

 

 

◆ 消防設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。 

◆ 火災、風水害、地震等の非常災害の種類ごとに具体的な計画を定め、非常災害時におけ

る関係機関への通報及び連絡の体制を整備し、これらを定期的に従業者に周知しなければ

ならない。 

◆ 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

◆  訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

＜市条例第７条、事業所指定基準第７０条、施設指定基準第４４条＞ 
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（３）日中サービス支援型の設備基準  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！ ユニットの居間・食堂等、利用者が相互交流を図ることができる設備については、利用者の

状況や昼夜を通じた介護等の支援を行うことを考慮した上で、十分な広さを確保してください。 

！ 従業者のみ使用する設備については、共有して差し支えありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 日中サービス支援型指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程

度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又

は病院の敷地外にあるようにしなければならない。 

◆ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、１以上の共同生活住居を有するものと

し、当該共同生活住居の入居定員の合計は４人以上とする。 

◆ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなけれ

ばならない。 

◆ 共同生活住居は、その入居定員を２人以上１０人以下とする。ただし、構造上、共同生

活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、一つの建物に

複数の共同生活住居を設けることができるものとする。この場合において、一つの建物の

入居定員の合計は２０人以下とする。 

◆ 既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を２人

以上２０人以下とすることができる。 

◆ ユニットの入居定員は、２人以上１０人以下とする。 

＜基準省令第２１３条の６＞ 



 

＜ＧＨ‐8＞ 

３ 運営基準関係                         

（１）管理者及びサービス管理責任者の責務等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【個別支援計画作成について】 

   サービス管理責任者は、個別支援計画の作成にあたっては、以下の手順により行うこと。 

 

◆ アセスメントの実施  

利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価 

を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握を行い、利用者を支援する上で適切な支援内容 

を検討すること 

◆ 利用者との面接  

アセスメントに当たっては、利用者に面接を行い、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明

し、理解を得ること 

◆ 計画の原案の作成  

利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させ 

る た め の 課 題 、 サ ー ビ ス の 目 標 及 び そ の 達 成 時 期 、 サ ー ビ ス を 提 供 す る 上 で の 留 意 事 項 等 を 記 載 す る こ と  

◆ 計画の作成に係る会議の開催  

利用者に対するサービスに当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、計画原案の内容の 

意見を求めること 

◆ 利用者又はその家族に対する計画の説明及び交付  

利 用 者 又 は 家 族 に 計 画 原 案 を 説 明 し 、 文 書 に よ り 利 用 者 の 同 意 を 得 た 後 、 計 画 を 利 用 者 に 交 付 す る こ と 

◆ モニタリング〔計画の実施状況の把握〕の実施  

利 用 者 及 び そ の 家 族 等 と の 継 続 的 な 連 絡 ・ 定 期 的 な 利 用 者 と の 面 談 を 行 い 、 モ ニ タ リ ン グ 結 果 を 記 録 す る こ と 

◆ 定期的な計画の見直し、計画の変更   

   少 な く と も ６ ヶ 月 に １ 回 以 上 、 個 別 支 援 計 画 の 見 直 し を 行 い 、 必 要 に 応 じ て 計 画 の 変 更 を 行 う こ と 

  

！ サービス管理責任者は、適切な方法で個別支援計画を作成していますか。 

！ 個別支援計画の見直しや変更が適切に行われていますか。 

！ 個別支援計画の見直しを行った結果、計画を変更しなかった場合も、見直しの内容につい 

て利用者の同意を得て、同意を得た旨を記録してください。 

＜管理者＞ 

◆ 従業者及び業務の一元的な管理や規定を遵守させるための必要な指揮命令 

◆ 従業者に指定基準等の規定を遵守させるための必要な指揮命令 

＜指定基準第６６条＞ 

＜サービス管理責任者＞ 

◆ 個別支援計画の作成 

◆ 利用申込者の利用に際し、その者の心身の状況、当該事業所以外におけるサービス等

の利用状況等の把握 

◆ 利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的な検討、自立した日常生活

を営むことができると認められる利用者に対する必要な援助 

◆ 他の従業者に対する技術指導及び助言 

＜指定基準第５８条・第１４６条＞ 

 



 

＜ＧＨ‐9＞ 

！ 個別支援計画の作成に係る業務が適切に行われていない場合は、個別支援計画未作成減算

となることがあります。 

！ 報酬告示や留意事項通知において「個別支援計画に基づき」支援を行うこと等とされてい

るにも関わらず支援の内容の記載がない場合は、加算を算定できないことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）実施主体（日中サービス支援型）  

 

 

 

 

！ 日中サービス支援型共同生活援助の指定を受けるためには、短期入所の併設が必置となります。 

（３）介護及び家事等（日中サービス支援型） 

 

 

 

 

（４）協議の場の設置（日中サービス支援型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

！ 少なくとも、年に１回は、実施状況を協議会等に報告し、実施状況について評価を受けると

ともに、協議会からの要望、助言を聴く機会を設けなければなりません。 

【不適切な事例】 

× 利用開始後に個別支援計画を作成している 

× サービス管理責任者以外の職員が作成している（サービス管理責任者が作成していない） 

× 少なくとも６ヶ月に１回以上見直しが行われていない 

× 利用者・家族との面接・モニタリングに係る記録が残されていない 

× 作成日、利用者への説明日、利用者のサイン又は押印がない 

× 個別支援計画を利用者に交付していない 

◆ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援 

  助と同時に第１１４条に規定する指定短期入所（第１１５条第１項に規定する併設事業所 

又は同条第３項に規定する単独型事業所に係るものに限る。）を行うものとする。 

＜指定基準２１３条の７＞ 

◆ 日中サービス支援型指定共同生活事業者は、常時一人以上の従業者を介護又は家事等に 

従事させなければならない。        

＜指定基準第２１３条の８第３項＞ 

 

◆ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の

提供に当たっては、法第８９条の３第１項に規定する協議会その他都道府県知事がこれに準

ずるものとして特に認めるもの（以下「協議会等」という。）に対して定期的に日中サービ

ス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとと

もに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

 

◆ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等につ

いての記録を整備しなければならない。 

＜指定基準第２１３条の１０＞ 

 



 

＜ＧＨ‐10＞ 

（５）サービス提供拒否の禁止  

 

  

 

 

 

 

 ！ 原則として、障害支援区分や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することはできま

せん。 

 ！ 日中活動も含め、利用者や家族の意向を踏まえた日常生活が行えるよう配慮してください。 

 

 

 

 

 

 

 

（６）受給資格の確認・サービス利用に係る支給申請手続き等の援助  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！ 受給者証と受給者証分冊等により、障害支援区分の変更の有無の確認、複数の事業者間と

の調整等を適切に行ってください。 

！ 受給者証の内容を確認し、必要に応じて支給決定の更新手続きや変更申請等の案内・援助

をしてください。 

！ 支給決定の有効期限が切れた状態でサービス提供を行っても、介護給付費等の給付の対象

とならないので、注意が必要です。 

 

（７）サービスの提供の記録  

 

 

 

 

 

◆ 事業者は、正当な理由がなく、サービスの提供を拒んではならない。 

＜指定基準第１１条＞ 

◆ 事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障

害児の保護者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

＜指定基準第３条【一般原則】＞ 

◆ サービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を記録しなけ

ればならない。 

◆ サービスの提供の記録に際しては、利用者等からサービスを提供したことについて確認

を受けなければならない。 

＜指定基準第５３条の２＞ 

【主な事例】 

× 他法人が運営する日中活動事業所を利用する入居者やその家族に対し、自己の法人が運営

する日中活動事業所へ移らなければサービスを提供しない（ホームを退居しなければならな

い）と感じさせるような説明をしていた。 

◆ サービス提供を求められた場合は、受給者証によって、支給決定の有無、有効期間、支

給量等を確かめなければならない。 

◆ 支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて

速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

◆ 支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護

給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。 

＜指定基準第１４・１５条＞ 

 



 

＜ＧＨ‐11＞ 

！ サービスを提供した際には、提供日、サービスの具体的内容、利用者負担額等の利用者へ

伝達すべき必要な事項を記録する必要があります。 

！ サービス提供実績記録票等により、利用者等にサービス提供したことについて確認を受け、

当該記録票に自署してもらう等、確認を受けたことが分かるようにしてください。 

！ サービス提供の記録を作成していなかったり、利用者の確認を受けたことがわからない場

合は報酬の請求ができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！ 個別支援計画、サービス提供の記録、市町村への通知に係る記録、身体拘束等の記録、 

苦情の内容等の記録、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録については、 

５年間の保存が必要となります 

 

（８）介護給付費の額に係る通知等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な指導事例】 

× 簡易な記録しかされておらず、具体的な支援内容、利用者の日々の生活の記録や状況が

確認できない。 

× 夜間支援体制加算を算定しているが、サービス提供記録には夜間の支援内容が記録され

ていなかった。→ 加算の請求不可 

◆ 法定代理受領により市町村からサービスに係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給

決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければなら

ない。 

＜指定基準第２３条＞ 

【主な指導事例】 

× 本人負担がない利用者に対して、当該利用者に係る代理受領通知書を交付していない。 

→ 利用者本人に代わって報酬の支払いを受けた場合は、本人負担の有無に関わらず、 

その利用者に通知書を交付しなければなりません。 

 

◆ 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならな

い。 

◆ 事業者は、利用者に対する障害福祉サービスの提供に関する記録を整備し、当該サービ

スを提供した日から５年間保存しなければならない。 

＜事業所指定基準第７５条＞ 



 

＜ＧＨ‐12＞ 

（９）利用者負担額の受領  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！ あいまいな名目による徴収（共益費や管理費等）はできません。 

！ 利用者が受けたサービスが明確になるよう、領収証や請求書などには、サービス名、サー

ビス提供年月、費用の内訳等を明記してください。 

！ 事業所等において提供される便宜に要する費用（日用品費や食費等の他、「その他日常生

活費」とされている費用）については、重要事項説明書等に記載し、事前に利用者等に説明

を行い、同意を得るとともに、事業所等内に掲示していますか。 

 ※ 単に「敷金」という名目での徴収は認められていません。「滞納家賃の補填」や、「退居時

の修繕費用」といった用途であることを重要事項説明書等に明記していれば事業所の判断に

より徴収は可能です。 

  なお、下記のとおり家賃の滞納がなく、補修費用も発生しないのであれば、利用者（入居

者）に対し、敷金の全額を返還しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ サービスを提供した際は、支給決定障害者から当該サービスに係る利用者負担額の支払を

受けるものとする。 

◆ 法定代理受領を行わないサービスを提供した際は、指定障害福祉サービス等費用基準額の

支払いを受けるものとする。 

◆ この他、事業所において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号の費用の支払いを

受けることができる。 

  ①食材料費 ②家賃 ③光熱水費 ④日用品費 

  ⑤日常生活に通常必要となるものに係る費用で、利用者に負担させることが適当と認めら

れるもの 

◆ 事業者は、支給決定障害者から支払いを受けた場合は当該費用に係る領収証を交付しなけ

ればならない。 

◆ あらかじめ、支給決定障害者に対し、サービスの内容及び費用について説明を行い、同意

を得なければならない。 

＜指定基準第１４３条＞ 

【グループホームの入退居に係る費用の受領について】 

○ 利用者（入居者）から入退居に係る費用を受領する場合は、積算根拠が明確である

必要があり、かつ、妥当な金額であることが求められる。 

○ 利用者（入居者）から、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供

与の対価として受領する費用を除き、権利金その他の金品を受領してはならない。 

○ 滞納家賃の補填や、退居時の修繕費用として、利用者（入居者）から入居時に「敷

金」を受領することは、事業所の判断により可能である。 

○ 家賃の滞納がなく、補修費用も発生しないのであれば、利用者（入居者）に対し敷

金の全額を返還しなければならない。 

○ 利用者（入居者）の故意、または不注意や過失による毀損、汚損等がなければ（通

常損耗であれば）、利用者（入居者）は修繕の負担義務（原状回復義務）はない。 

（国土交通省の『原状回復をめぐるガイドライン』による） 



 

＜ＧＨ‐13＞ 

【 食材料費の取り扱いについて 】 

 グループホームを運営する事業者が利用者から過大に食材料費を徴収していた事案が発覚

したことから、令和５年１０月２０日付で、共同生活援助における食材料費の取扱いについ

て、厚生労働省から事務連絡が発出されました。 

 

○ 共同生活援助事業者は、あらかじめ、サービス（食事等）の内容や費用について説明を行

い、利用者の同意を得なければならないこと、運営規程に利用者から徴収する食材料費の額

を定めなければならない。 

○ 事業者が、利用者から徴収した食材料費について利用者のために適切に支出しないまま、

残額を他の費目に流用することや事業者収益とすることについては、共同生活援助の指定基

準の違反に該当するとともに、障害者虐待防止法の経済的虐待に該当する可能性があること。 

 〇 食材料費として徴収した額については適切に管理するとともに、あらかじめ徴収した食材

料費の額に残額が生じた場合には、精算して利用者に残額を返還することや、今後の食材料

費として適切に支出する等により、適正に取り扱う必要があること。 

 

※ 食材料費の取り扱いについては下記の事務連絡を参照してください。食材料費の支出入状

況等については、今後の各事業所・施設における運営指導等において、重点的に確認等を

行うこととしています。 

「グループホームにおける食材料費の取扱い等について」 

（令和 5年 10 月 20 日 厚生労働省事務連絡） 

   

※ 利用者から徴収できる「その他日常生活費」の具体的範囲や費用の受領に係る基準、また、

これと区別されるべき費用の取り扱い等については下記の通知により確認してください。 

＜関係通知＞ 

    「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて」 

（平成 18年 12 月 6日障発第 1206002 号厚生労働省通知） 

 

 

 

 

 

 

 

（10）利用者預り金の取扱い  

！ 利用者の預貯金等を管理する場合は、責任者等を定め、通帳と印鑑を別々に保管して 

いますか。また、複数の者により適切な管理が常に行える体制を整備していますか。 

！ 日頃から、全職員に不祥事防止に向けた注意喚起を行うなど、法人内部の管理体制の 

強化を図っていますか。 

 

※預り金の管理状況等については、各事業所・施設における運営指導等において、重点的に  

確認等を行うこととしています。 
 

【主な指導事例】 

× 光熱水費等の徴収の際、その内訳について口頭や携帯電話のメールにて説明するのみで、

領収証を交付していなかった。 



 

＜ＧＨ‐14＞ 

！ 預り金の管理費を利用者に請求する場合は、その根拠を示していただく必要があります。 
 
＜参 考＞  

   社会福祉法人及び社会福祉施設等における管理運営要綱（令和 6年 6月改訂版） 
    作成：北九州市保健福祉局総務部総務課 

〔項 目：社会福祉施設（入所者処遇関係）／入所者預り金〕 

 

（11）秘密保持等  

 

  

 

 

 

 

 

 

！ 個人情報の取り扱いについて、マニュアルを作成する等して、従業者への周知を図っていますか。 

 ！ 従業者等の退職後も守秘義務があるので、雇用時等にその旨取り交わしてください。 

 ！ 他事業所等への利用者情報提供に対し、文書で利用者等の同意を得ていますか。 

 ！ 今後、計画相談支援の利用時など、個人情報の取り扱いには十分に注意してください。 

 

（12）苦情解決  

 

 

 

 

 

！ 重要事項説明書等に苦情解決の措置の概要について記載がありますか。 

！ 事業所内に苦情解決の措置の概要について掲示を行っていますか。 

！ 苦情を受け付けた場合には、受付日、内容等を記録するとともに、迅速かつ適切に対応し

ていますか。 

！  苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り組みを行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を漏らしてはならない。  

◆ 事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用

者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。  

◆ 事業者は、他の事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あ

らかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。  

＜指定基準第３６条＞ 

◆ 利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるため

の窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

◆ 苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

＜指定基準第３９条＞ 
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（13）事故発生時の対応  

 

   

   

   

 

 

 

 

！ 事業所における事故発生時の対応マニュアル等を整備しておく等、あらかじめ事故が発生

した場合の対応方法について定め、従業者へ周知してください。 

！ 賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくことが望

ましいです。 

！ 事故が発生した際は、原因を解明し、再発を防止するために必要な対策を講じてください。 

  

※その他、事故報告書の様式等の詳細については、＜共通事項「８ 事故等が発生した場合    

の報告について」を参照してください。 

 

（14）勤務体制及び研修の機会の確保  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！ 事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・ 

非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にしていますか。 

！ 他の職務と兼務している管理者や従業者について、各職務に支障が生じないような人員配

置になっていますか。 

！ 外部研修や内部研修への参加の機会を計画的に確保していますか。 

 

 

 

 

 

 

◆ 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県（北九州市）、市町

村（支給決定の実施主体）、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じな

ければならない。  

◆ 事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。  

◆ 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速や

かに行わなければならない。  

＜指定基準第４０条＞ 

◆ 利用者に対し、適切なサービスが提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を

定めておかなければならない。 

◆ 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

◆ 事業者は、職場におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメントの防止のため、
従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じな
ければならない。 

＜指定基準第１５０条第５項＞ 

◎ 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制

の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めな

ければならない。                 

＜指定基準第３条【一般原則】＞ 
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（15）受託居宅介護サービスについて  

  平成２６年４月１日から共同生活介護（ケアホーム）と共同生活援助（グループホーム）が

一元化され、以前のケアホームの形態は、介護サービス包括型共同生活援助に、以前のグルー

プホームの形態は、外部サービス利用型共同生活援助となりました。 

  外部サービス利用型指定共同生活援助事業所については、事業の開始に当たって、予め指定

居宅介護事業者と受託居宅介護サービスの提供に関する委託契約を締結する必要があります

が、みなし指定を受けた事業所については、最初の指定の更新までの間は、必ずしも指定居宅

介護事業者と契約を締結している必要はなく、受託居宅介護サービスの提供の開始までに契約

を締結すればよいこととされています。 

 

【受託居宅介護サービスの提供開始までに行う契約について】 

  上記のとおり、受託居宅介護サービスの開始までに、指定居宅介護事業者と、受託居宅介護

サービスの提供に関する業務を委託する契約を、事業所ごとに文書で行う必要があります。契

約書に記載が必要とされる事項は、下記のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（16）サテライト型住居について 

共同生活を営むというグループホームの趣旨を踏まえつつ、一人で暮らしたいというニーズ

にも応えるという観点から、本体住居との密接な連携を前提として一定の設備基準を緩和した

サテライト型住居が創設されました。 

  

【サテライト型住居の基本的な要件】 

  ・早期に単身等での生活が見込まれる者の利用が基本となり、事業者は一定の利用期限を設

け、効果的・効率的な支援を行う。（利用期限到来時に当該住居から機械的に追い出され

ることのないよう、柔軟な運用や配慮が必要とされる） 

  ・入居者が通常の交通手段を利用して概ね２０分以内で本体住居へ移動することが可能な距

離に設置。 

  ・一つの本体住居に対するサテライト型住居の設置か所数は原則として2か所を上限とする。

（本体住居の入居者が 4人以下の場合は 1か所を上限）。 

 

＜契約における必要事項（例）＞ 

○ 委託の範囲 

○ 委託に係る業務の実施に当たり遵守すべき条件 

○ 受託居宅介護事業者の従業者により当該委託業務が居宅介護の運営基準に従って適切に行

われていることを定期的に確認する旨 

○ 委託業務に関し受託居宅介護サービス事業者に対し指示を行い得る旨 

○ 委託業務に関し改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう上記の指示を行った場合におい

て、当該措置が講じられたことを確認する旨 

○ 受託居宅介護サービス事業者が実施した当該委託業務により入居者に賠償すべき事故が発

生した場合における責任の所在 

○ その他委託業務の適切な実施を確保するために必要な事項 
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【サテライト型住居を設置する場合の設備基準】 

  本体住居 サテライト型住居 

入居定員 原則２人以上１０人以下（※） １人 

ユニットの設備 
居間、食堂等の利用者が相互に交流

を図ることができる設備 
本体住居の設備を利用 

設備 

・日常生活を営む上で必要な設備 

・サテライト型住居の利用者から適切に連絡を受けることが 

 できる通信機器（携帯電話可） 

居室の面積 収納設備を除き７．４３㎡以上 
  

※サテライト型住居の入居定員は本体住居の入居定員には含まない（事業所の利用定員には含む） 

 

 

（17）地域との連携（地域連携推進会議）について 

・令和６年度障害福祉サービス等基準省令の改定により、共同生活援助事業所（及び障害者支援

施設）においては、地域との連携等に資するため、地域連携推進会議の開催及び地域連携推進

会議の構成員が当該事業所を見学する機会を設けることが義務付けられました。 

・これを受けて、厚生労働省において、『地域連携推進会議の手引き』が作成されました。 

 各事業所におかれましては、下記のホームページより資料をダウンロードのうえ、内容をご確

認いただき、地域連携推進会議の開催等に取り組んでいただきますようお願いいたします。 

・地域連携推進会議の構成員は、選定必須の構成員と選定任意の構成員に分かれています。「利

用者」「利用者家族」「地域の関係者」は選定必須の構成員です。一方、「福祉に知見のある人」

「経営に知見のある人」「市町村担当者等」は選定任意の構成員となります。選定任意の構成

員については、会議の目的や内容を十分に考慮し、必要に応じて各自の判断で選定し、招集し

てください。選定任意の構成員を選んだ場合は、その目的や選定理由を会議録に記載するよう

お願いいたします。 

 本市ホームページ ＞ 令和 6年度基準省令の改正及び報酬改定について ＞ 6 各サービス毎の

通知 ＞ (20)【事務連絡】地域連携推進会議の手引きについて 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600537.html 

・日中サービス支援型指定共同生活援助事業所につきましては、北九州市障害者自立支援協議会にお

いて事業の実施状況等を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聞く機会を設けな

ければならないとされています。本協議会の開催については、詳細が決まりましたら対象の事業所

に別途通知させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600537.html
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（18）感染症発生時に備えた平時からの対応について 

・令和６年度障害福祉サービス等基準省令の改定により、新興感染症の発生時等に事業所内の感

染者への診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築するため、指定共同生活援助事業者は、

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律（令和４

年法律第９６号）」第３条の規定による改正後の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）」第６条第１７項に規定する「第二種協定指定

医療機関」との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならないこ

とする努力義務規定が追加されました。 

また、指定共同生活援助事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合にお

いては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を

行わなければならないこととされていますので、ご留意ください。 

 

なお、第二種協定指定医療機関の指定状況については、下記の福岡県ホームページをご参照

ください。 

 

県内の協定締結医療機関（第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関の指定状況） 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/iryousotikyoutei.html 

 

（19）利益供与等の禁止  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！ 具体的には、以下のような事例があげられます。 

  ・利用者が友人を紹介した際に、紹介した利用者と紹介された友人に金品を授与する 

  ・障害福祉サービスの利用を通じて一般就労に至った利用者に対し祝い金を授与すること 

  ・障害福祉サービスの利用開始に伴い利用者に祝い金を授与すること 

  ・利用者の就職を斡旋した事業所に対し金品の授与を行うこと 等 

！ 障害者の意思決定を歪めるような金品授受による利用者誘因行為を障害福祉サービス事業者は行

ってはならない。また、当該規定の「他の障害福祉サービスの事業を行う者等」は、障害福祉サ

ービス事業者以外の事業者や個人を含むものであり、具体的には、「指定障害福祉サービス事業

者が、当該サービスの利用希望者を紹介した者（障害福祉サービス事業者以外の事業者）に対し、

その対償として、金品等の利益の供与を行うこと」や「利用者が友人を紹介した際に、紹介した

利用者と紹介された友人に金品を授与すること」なども当該規定に違反するものである。  

 

 

 

◆ 事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉

サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定

居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはな

らない。 

◆ 事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉

サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対

償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

＜事業所指定基準第３８条＞ 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/iryousotikyoutei.html
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（20）その他＜共通事項＞の項に掲載している事項  

   

事項名 参照する項 

身体拘束等の禁止 共通事項「７ 身体拘束等の禁止について」 

虐待の防止 共通事項「６ 虐待防止のための取組みについて」 

衛生管理等 共通事項「10 非常災害対策、衛生管理等について」 

業務継続計画の作成等 共通事項「10 非常災害対策、衛生管理等について」 

非常災害対策 共通事項「10 非常災害対策、衛生管理等について」 
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４ 報酬算定関係                        

（１）各種減算の取扱いについて  

 ＜定義＞この項目における「所定単位数」・・・各種加算が算定される前の単位数 

 

 ① 人員欠如による減算  

  具体的な取り扱い 

 ケース 減算対象 算定される単位数 

人
員
数
の
欠
如 

直接処遇職員が人員基準上

必要とされる員数から 

１割を超えて減少 

その翌月から人員欠如が解消されるに至

った月まで利用者全員ついて減算 
所定単位数×70％ 

減算が適用された月から３月以上連続し

て基準に満たない場合、減算が適用された

３月目から人員基準欠如が解消されるに

至った月まで 

所定単位数×50％ 

直接処遇職員が人員基準上

必要とされる員数から 

１割の範囲内で減少 

その翌々月から人員欠如が解消されるに

至った月まで（翌月の末日において基準を

満たしている場合を除く。）利用者全員に

ついて減算 

所定単位数×70％ 

減算が適用された月から３月以上連続し

て基準に満たない場合、減算が適用された

３月目から人員基準欠如が解消されるに

至った月まで 

所定単位数×50％ 

それ以外の人員欠如（管理

者・サービス管理責任者等） 

その翌々月から人員欠如が解消されるに

至った月まで（翌月の末日において基準を

満たしている場合を除く。）利用者全員に

ついて減算 

所定単位数×70％ 

減算が適用された月から５月以上連続し

て基準に満たない場合、減算が適用された

５月目から人員基準欠如が解消されるに

至った月まで 

所定単位数×50％ 

常勤、専従など従業者の員数以外

の要件を満たしていない 

その翌々月から人員欠如が解消されるに

至った月まで（翌月の末日において基準を

満たしている場合を除く。）利用者全員に

ついて減算 

所定単位数×70％ 
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② 大規模住居減算  

   

  減算対象 算定される単位数 

１ 
共同生活住居の入居定員が 

８人以上２１人未満 

包括型：所定単位数×９５％ 

外部型：所定単位数×９０％        

２ 
共同生活住居の入居定員が 

２１人以上 

包括型：所定単位数×９３％ 

外部型：所定単位数×８７％        

３ 

一体的な運営が行われている

共同生活住居の入居定員の合

計数が２１人以上 

包括型：所定単位数×９５％ 

 

◆ 「一体的な運営が行われている共同生活住居」とは、同一敷地内又は近接的な位置関

係にある共同生活住居であって、かつ、世話人又は生活支援員の勤務体制がそれぞれの

共同生活住居の間で明確に区分されていないものをいう。 

 

◆ 一体的な運営が行われる共同生活住居に大規模住居（１つの共同生活住居の入居定員

が８人以上である場合）が含まれる場合、大規模住居には大規模住居に対する減算割合

を優先して適用する。 

 

！ ワンルームタイプの住戸などは、当該建物（マンション等）全体を共同生活住居とし

て捉えることから、定員が 8 人以上のワンルームタイプの共同生活住居は、大規模住

居減算に該当します。 
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③ 個別支援計画未作成による減算  

ア）算定される単位数 

     ・作成されていない期間が３月未満      所定単位数×70％ 

     ・作成されていない期間が３月以上      所定単位数×50％ 

  イ）具体的な取り扱い 

           次のいずれかに該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで該当

する利用者につき減算を行う。 

      ◆ サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていない。 

◆ 指定基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われて

いない。 

 

 

 

 

 

         

      

    

 

④ 身体拘束による減算  

ア）算定される単位数 ･･・ 所定単位数の１０％減算 

  イ）具体的な取り扱い 

      当該減算については、次の（一）から（四）に掲げる場合のいずれかに該当する事

実が生じた場合であって、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生

じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、

事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員につい

て所定単位数から減算することとする。 

    (一) 指定障害福祉サービス基準の規定に基づき求められる身体拘束等に係る記録

が行われていない場合。なお、施設等において身体拘束等が行われていた場合で

はなく、記録が行われていない場合である点、緊急やむを得ない理由については、

切迫性、非代替性、一時性の 3 つの要件をすべて満たし、かつ、組織としてそれ

らの要件の確認等の手続きを行った旨を記録しなければならない点に留意するこ

と。 

     

【主な指導事例】 

 × サービス管理責任者でない者（管理者や生活支援員など）による個別支援計画の作

成や定期的な計画の見直しが行われていないなどの理由により、過誤修正が必要とな

った事例がありました。 
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(二) 指定障害福祉サービス基準の規定に基づき求められる身体拘束等の適正化のた

めの対策を検討する委員会を定期的に開催していない場合、具体的には、１年に

１回以上開催していない場合。 

    (三) 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合。 

    (四) 身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施していない場合、具体的には、

研修を年１回以上実施していない場合。 

 

⑤ 虐待防止措置未実施による減算  

ア）算定される単位数 ･･・ 所定単位数の１％減算 

  イ）具体的な取り扱い 

      当該減算については、次の（一）から（三）に掲げる場合のいずれかに該当する事

実が生じた場合であって、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生

じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、

事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員につい

て所定単位数から減算することとする。 

   （一）指定障害福祉サービス基準の規定に基づき求められる虐待防止委員会を一年に 1回

以上開催していない場合。 

   （二）虐待防止のための研修を一年に 1回以上実施していない場合。 

   （三）虐待防止措置（虐待防止員会の開催及び虐待の防止のための研修の実施）を適切に

実施するための担当者を配置していない場合。 

 

⑥ 情報公表対象サービス等情報に係る報告の未実施による減算  

ア）算定される単位数 ･･・ 所定単位数の１０％減算 

  イ）具体的な取り扱い 

      法第 76 条の３第 1 項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行

っていない事実が生じた場合に、その翌月から報告を行っていない状況が解消される

に至った月まで、事業所の利用者全員について減算する。 

※障害福祉サービス等情報公表システム（ワムネット）上、「未報告」となっている事業

所は減算の対象となります。 

 

⑦ 業務継続計画の策定等の未実施による減算  

ア）算定される単位数 ･･・ 所定単位数の３％減算 

  イ）具体的な取り扱い 

      指定障害福祉サービス基準の規定に基づき求められる業務継続計画の策定及び必

要な措置を講じていない事実が生じた場合に、その翌月から基準を満たさない状況が

解消されるに至った月まで、事業所の利用者全員について減算する。 

   ウ）経過措置 

      令和７年３月３１日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」

及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、当該減算を適用

しない。 
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（２）各種加算を算定する際の注意点   

報酬告示や留意事項通知で「（個別支援）計画に基づいて・・・」「支援の内容を記録すること・・・」

とあるものについては、個別支援計画に各加算で求められている内容が記載されていない場合や、

行った支援の内容の記録がない場合については、加算を算定することができませんので、ご注意

ください。上記の内容が記載されていないこと等により、過誤修正が必要となった事例が多数あ

りました。 

また、「・・・都道府県知事又は市町村長に届け出た」等とあるものについては、本市に届出

がなければ加算を算定することができませんので、ご注意ください。 

 

 

（３）人員配置体制加算（新設）  

指定障害福祉サービス基準の規定により置くべき世話人及び生活支援員の人数に加え、特定従

業者数換算方法（従業者の勤務延べ時間数を除するべき時間数を４０時間として、本加算の算定

にあたっての従業者の員数に換算する方法）により、利用者数に応じて、一定数の世話人等を加

配した場合に所定単位数を算定。 ※ 体験利用の場合を除く 

 

介護サービス包括型 

イ 人員配置体制加算（Ⅰ） 加配１２：１ 

ロ 人員配置体制加算（Ⅱ） 加配３０：１ 

※以下、個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例を利用する場合 

ハ 人員配置体制加算（Ⅲ） 加配１２：１ 

ニ 人員配置体制加算（Ⅳ） 加配３０：１ 

日中サービス支援型 

ホ 人員配置体制加算（Ⅴ） 加配７.５：１ 

へ 人員配置体制加算（Ⅵ） 加配２０：１ 

※以下、日中を住居で過ごさない場合 

ト 人員配置体制加算（Ⅶ） 加配７.５：１ 

チ 人員配置体制加算（Ⅷ） 加配２０：１ 

※以下、個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例を利用する場合 

リ 人員配置体制加算（Ⅸ） 加配７.５：１ 

ヌ 人員配置体制加算（Ⅹ） 加配２０：１ 

※以下、個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例を利用する場合、かつ日中を住居で過ご

さない場合 

ル 人員配置体制加算（Ⅺ） 加配７.５：1 

ヲ 人員配置体制加算（Ⅻ） 加配２０：1 

外部サービス利用型 

ワ 人員配置体制加算（XIII） 加配１２：1 

カ 人員配置体制加算（XIV） 加配３０：1 
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（４）福祉専門職員配置等加算  

 生活支援員及び世話人として常勤で配置されている従業者について、所定単位数を算定。 

◆福祉専門職配置等加算Ⅰ 

・ 生活支援員及び世話人して常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、 

介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である者の割合が３５％以上 

◆福祉専門職配置等加算Ⅱ 

・ 生活支援員及び世話人として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、 

介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である者の割合が２５％以上 

◆福祉専門職配置等加算Ⅲ  ア又はイのいずれかに該当 

ア 生活支援員及び世話人の総数（常勤換算数）のうち、常勤で配置されている従業者の割合

が７５％以上 

イ 生活支援員及び世話人として常勤で配置されている従業者のうち、３年以上従事している

従業者の割合が３０％以上  

 

（５）重度障害者支援加算（介護サービス包括型・日中サービス支援型）  

◆ 重度障害者支援加算（Ⅰ） 

次のアからウのいずれの要件も満たす指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定

共同生活援助事業所において、指定重度障害者等包括支援の対象となる利用者（障害支援区

分６かつ行動関連項目１０点以上の者）に対し、指定共同生活援助又は日中サービス支援型

指定共同生活援助を行った場合に算定する。 

なお、 

ア 指定重度障害者等包括支援の対象となる利用者の支援のために必要と認められる数の 

生活支援員を加配していること。 

イ サービス管理責任者又は生活支援員のうち１人以上が、強度行動障害支援者養成研修（実

践研修）修了者、行動援護従業者養成研修修了者又は喀痰吸引等研修（第２号）修了者 

であること。 

また、当該事業所において強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者又は行動援

護従業者養成研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合

は、当該利用者に係る支援計画シート等を作成すること。 

ウ  生活支援員のうち２０％以上が、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者、重

度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者、行動援護従業者養成研修修了者又

は喀痰吸引等研修（第３号）修了者であること。 

 

◆ 重度障害者支援加算（Ⅱ） 

   次のアからウのいずれの要件も満たす指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指

定共同生活援助事業所において、障害支援区分４以上に該当し、かつ障害支援区分認定調査

の結果に基づき、当該認定調査の項目中、行動関連項目点数の合計が 10 点以上の者に対し

て指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に算定する。 

なお、指定障害福祉サービス基準附則第 18条の２第１項又は第２項の適用を受ける利用者及

び外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者及び報酬告示第 15 の１の６のイの

重度障害者支援加算（Ⅰ）の対象者については、この加算を算定することができない。 



 

＜ＧＨ‐26＞ 

 

ア 指定重度障害者等包括支援の対象となる利用者の支援のために必要と認められる数の 

生活支援員を加配していること。 

イ サービス管理責任者又は生活支援員のうち１人以上が、強度行動障害支援者養成研修（実

践研修）修了者、行動援護従業者養成研修修了者であること。 

また、当該事業所において強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者又は行動援護

従業者養成研修修了者を配置し、かつ、行動障害を有する利用者に係る支援計画シート等

を作成すること。 

ウ 生活支援員のうち 20％以上が、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者、重度

訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者又は行動援護従業者養成研修修了者で

あること。 

 

※ サービス管理責任者及び生活支援員の数は、常勤換算方法ではなく、当該事業所におい

てサービス管理責任者又は生活支援員として従事する従業者の実人数で算出すること。 

※ 指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の２第１項又は第２項の適用を受ける利用者及

び外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者については、この加算を算定する

ことができません。 

 

◆ 重度障害者支援初期加算（令和６年度新設） 

   重度障害者支援加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の算定要件を満たしたうえで、支援計画シートに基

づき、個別支援を開始した日から１８０日以内は所定単位数を算定する。 

加えて、行動関連項目１８点以上の者に対して、中核人材養成研修修了者作成の支援計画

シート等に基づき個別支援を行った場合、さらに所定単位を算定する。 

 

 

（６）夜間支援等体制加算（介護サービス包括型・外部サービス利用型）  

具体的な取り扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

◆夜間支援等体制加算（Ⅰ）・・・夜勤を行う夜間支援従事者を配置している場合 

◆夜間支援等体制加算（Ⅱ）・・・宿直を行う夜間支援従事者を配置している場合 

◆夜間支援等体制加算（Ⅲ）・・・常時の連絡体制又は防災体制を確保している場合 

◆夜間支援等体制加算（Ⅳ）・・・夜間支援等体制加算（Ⅰ）を算定している利用者に対し 

て更に夜勤を行う夜間支援従業者を加配し、夜間及び 

深夜の時間帯を通じて支援を提供できる体制を確保 

している場合 

◆夜間支援等体制加算（Ⅴ）・・・夜間支援等体制加算（Ⅰ）を算定している利用者に対し 

て更に夜勤を行う夜間支援従業者を加配し、夜間及び 

深夜の一部の時間帯において支援を提供できる体制を 

確保している場合 

◆夜間支援等体制加算（Ⅵ）・・・夜間支援等体制加算（Ⅰ）を算定している利用者に対し 

て更に宿直を行う夜間支援従業者を加配している場合 
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◆ 「月単位」ではなく「日単位」で夜間支援体制加算加算（Ⅰ）～（Ⅵ）のいずれかを算定す

ることができます。 

 

《夜間支援等体制加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ共通》 

 ！ 当該加算は、日単位で加算（Ⅰ）～（Ⅵ）をそれぞれ算定することが可能です。 

   ※同一ホームで同一日に加算を併せて算定することはできません。 

  

《夜間支援等体制加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ共通》 

！ １人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じて加算額を算定します。  

この場合の夜間支援対象利用者の数は、現に入居している人数ではなく、前年度の平均利用者 

数（小数点第１位を４捨５入）となります。 

また、夜間支援従事者が障害者支援施設や病院、宿泊型自立訓練事業所等における夜勤・宿直 

業務と兼務している場合は、この加算の対象とはなりません。 

！ １人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数の上限は、以下のとおりです。 

① 複数の共同生活住居（５カ所まで）における夜間支援を行う場合は２０人まで 

② １カ所の共同生活住居内において夜間支援を行う場合は３０人まで 

 

※夜勤と宿直の違いについて 

 

夜勤… 「法定労働時間（原則 1日 8時間、1週 40 時間）内の勤務」の中で、夜

間に勤務することです。深夜の時間帯である午後 10時から午前 5時までの

勤務については、深夜割増手当（2割 5分増）を支払わなければなりません。 

宿直… 「法定労働外の勤務」で、「宿直」という業務を行うことです。 

宿直勤務の場合、通常の業務に比べると労働密度が低いことから、所轄

労働基準監督署長の許可（「断続的な宿直または日勤務許可申請書（様式第

10号）」により申請）を受ければ、時間外・休日労働とはなりません。宿直

手当については、宿日直勤務に就くことが予定されている労働者の１人１

日当たりの平均賃金の３分の１以上である必要があります。 

 

 

！ １人の夜間支援従事者が複数の共同生活住居の夜間支援を行う場合は、少なくとも一晩に 

つき１回以上は共同生活住居を巡回する必要があります。 

！ 夜間支援等体制加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵの算定にあたっては、夜間に行った支援の内容（巡

回など）の記録を残すようにしてください（記録がないと加算を算定できない場合があり

ます）。 

 

《夜間支援等体制加算Ⅰ》 

！ 夜勤の時間については、午後１０時から翌日の午前５時までの間を最低限含む必要があり 

ます。 

  ！ また、夜間支援の内容については、個別支援計画に位置づける必要があります。 

！ シフト制などの交代勤務を導入している場合は、夜間支援体制を確保している時間帯を通 

じて人員の配置が必要となります。また、交代時に業務の引継ぎが適切に行われる必要があ 

ります。 

   （参考）平成２６年度障害福祉サービス等制度改正に関するＱ＆Ａ 
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《夜間支援等体制加算Ⅱ》 

！ 利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、宿直を行う夜間支援従事者が配置されている 

必要があります。 

！ 夜間支援従事者は、利用者の状況に応じ、定期的な居室の巡回や電話の収受のほか、 

必要に応じて、緊急時の対応等を行う必要があります。 

 

《夜間支援等体制加算Ⅲ》 

！ 「常時の連絡体制」とは、以下の①の他、②③の場合をいいます。 

① 事業所の従業者が常駐している場合。 

② 携帯電話などにより、夜間及び深夜の時間帯の連絡体制が確保されている場合。 

③ 事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委

託されたものにより連絡体制を確保されている場合（別途報酬等により評価される

職務に従事する必要がある者による場合は除く）。 

    ※緊急時の連絡先や連絡方法については、運営規程に定めるとともに共同生活住居内の 

     見やすい場所に掲示する必要があります。 

！ 「夜間防災体制」とは、警備会社と共同生活住居に係る警備業務の委託契約を締結してい

ることをいいます。 

《夜間支援等体制加算Ⅳ》 

！ 夜間支援等体制加算（Ⅰ）により配置される別の夜間支援従事者が２人以上常駐する共同

生活援助の利用者は当該加算を算定できません。 

！ 夜間支援従事者は、共同生活住居に常駐する別の夜間支援従事者と緊密な連携体制が確保

される必要があります。 

《夜間支援等体制加算Ⅴ》 

！ 夜間支援従事者が午後１０時から翌日の午前５時までの間において、少なくとも２時間以

上の勤務時間がある場合に限り当該加算を算定することができます。 

《夜間支援等体制加算Ⅵ》 

 ！  夜間支援従事者は、少なくとも１晩につき１回以上は当該加算の対象とする夜間支援対象

利用者が居住する共同生活住居を巡回する必要があります。 

 

（７）夜勤職員加配加算（日中サービス支援型）  

◆ 夜間支援従事者に加え、共同生活住居ごとに、夜勤を行う夜間支援従事者を 1以上配置し、

夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保している場合

であって、次の要件を満たしていると認められる場合に算定。 

  ① 加配される夜間支援従事者は、当該夜間支援従事者が夜間に支援を行う利用者が居住す

る共同生活住居に配置され、専らその職務に従事する必要があり、複数の共同生活住居

又は他の事業所等における夜間業務を行わないこと。 

※ ただし、日中サービス支援型共同生活援助事業所が設置する指定短期入所事業所（併

設型に限る）の従業者が、当該夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えありませ

ん。 

  ② 加配される夜間支援従事者は常勤・非常勤を問いません。 

  ③ 日中サービス支援型共同生活援助事業所に従事する世話人・生活支援員以外の、夜間に

おける世話を委託されているものでも差し支えありません。 
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（８）看護職員配置加算  

◆ 算定要件 

① 基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤換算方法で１以上配置している共同生

活援助事業所等に、所定単位数を算定。 

② 複数の共同生活住居を有する指定共同生活援助事業所等においては、常勤換算方法により、

看護職員の員数が 1 以上かつ利用者の数を 20 で除して得た数以上の配置した場合に所定単

位数を算定。 

  

◆ 具体的な取扱い 

共同生活援助事業所等に看護職員を配置することにより、日常的な利用者の健康管理、看

護の提供、喀痰吸引等に係る指導及び医療機関との連絡調整等を行える体制を整備する事業

所を評価する加算です。 

 事業所の利用者の状況に応じて、以下の支援を行ってください。 

 

・ 利用者に対する日常的な健康管理 

・ 医療ニーズが必要な利用者への看護の提供等 

・ 定期又は緊急時における医療機関との連絡調整及び受診等の支援 

・ 看護職員による常時の連絡体制の確保 

・ 重度化した利用者の対応に係る指針の作成及び入居時における利用者又は家族への説明

並びに同意 

※ 当該加算の算定対象となる共同生活援助事業所については、医療連携体制加算の算定

対象とはなりません（医療連携体制加算（Ⅳ）を除く）。 

 

（９）自立生活支援加算（見直し）  

◆ 自立生活支援加算（Ⅰ） 

対象者の要件 

     居宅における単身等での生活を希望し、かつ、単身での生活が可能であると見込まれ

る利用者。（日中サービス支援型の利用者は対象外） 

    算定期間 

     退居に向けた個別支援計画（共同生活援助計画）を策定し、変更した個別支援計画を

交付した月から６か月間。 

具体的な取り扱い 

   「住居の確保に係る支援」「生活環境の変化に伴い必要となる情報の提供及び助言」「生

活環境の変化に伴い必要となる障害福祉サービス事業者や医療機関等との連絡調整」

を含む支援が提供される必要があり、個々の利用者の心身の状況や環境などに応じて、

適切に支援をおこなうこと。 

※ 居住支援法人又は居住支援協議会に対して、月１回以上、必要な情報共有を行った場合に、

更に所定単位を加算。 

※ 居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上

で、自立支援協議会や保健・医療・福祉等の関係者による協議の場で住宅の確保及び居住

支援に係る課題を報告した場合に、更に１月につき 所定単位を加算。 
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 ◆ 自立生活支援加算（Ⅱ） 

対象者の要件 

     居宅における単身等での生活が可能であると見込まれる利用者。（日中サービス支援

型のみ） 

    支援内容 

     退居に先立って、退去後の生活について相談援助を行い、退居後に生活する居宅を訪

問し、利用者及び家族等に対して相談援助及び連絡調整を行う。 

具体的な取り扱い 

   ・入居中 2回を限度として所定単位数を算定。 

    ・退居後 30 日以内に居宅を訪問し、利用者及び家族等に対して相談援助を行った場合

に、退居後 1回を限度として、所定単位数を算定。 

 

◆ 自立生活支援加算（Ⅲ） 

対象者の要件 

     移行支援住居における一定期間の支援を受けた後に居宅における単身での生活を本

人が希望し、かつ、単身での生活が可能であると見込まれる利用者。 

    ※移行支援住居…基準上置くべきサービス管理責任者とは別に、社会福祉士又は精神保

健福祉士資格を有するサービス管理責任者を 1人（７：１以上）配置した、退居後に

一人暮らし等へ移行することを目的とした住居。定員２名以上７名以下。 

    算定期間 

     原則として移行支援住居入居から３年。 

具体的な取り扱い 

    「住居の確保に係る支援」「生活環境の変化に伴い必要となる情報の提供及び助言」「生

活環境の変化に伴い必要となる障害福祉サービス事業者や医療機関等との連絡調整」 

「協議会等への出席、居住支援法人等との連絡調整そのほかの関係機関との連携」を含

む支援が提供される必要があり、個々の利用者の心身の状況や環境などに応じて、適

切に支援をおこなうこと。  

 

（10）退居後共同生活援助サービス費（新設）  

◆ 退居後共同生活援助サービス費（退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費）   

対象の要件 

グループホームを退居した利用者（自立生活支援加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）を算定してい

た者に限る。） 

算定期間 

退居日の属する月から３月間（引き続き支援することが必要であると市町村が認めた

利用者に対しては６月間） 

具体的な取り扱い 

当該利用者の居宅を訪問して、以下の要件を満たす内容の支援を行った場合に１月に

つき所定単位数を算定。 

① 利用者の一人暮らし等への移行に当たって会議を開催した上で、利用者の意向を反

映した個別支援計画を作成すること。 

② 原則としておおむね週１回以上の支援を行うものであるが、月途中から利用を開始

する場合やサービス終了に向けて訪問頻度を調整する場合等を考慮し、訪問又は同
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行援護による本人への対面による支援を月２回以上行い、当該利用者の心身の状況、

置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、情報提供及び助言並び

に相談、障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整等の支援を実施する

こと。 

 

（11）日中支援加算（見直し） 

◆日中支援加算（Ⅰ）※日中サービス支援型は除く 

高齢または重度の障害者（６５歳以上または障害支援区分４以上）で、日中を共同生活住居 

の外で過ごすことが困難である利用者に対し、個別支援計画に基づき日中に支援を行った場合

に算定。 

 

◆日中支援加算（Ⅱ）※日中サービス支援型は除く 

グループホームと併せて支給決定されている日中活動サービスや、個別支援計画上位置付け

た施設の利用（※１）を利用することとなっている日に利用ができなかった利用者に対し、個別

支援計画に基づき日中に支援を行った場合に算定。〔令和5年度までは3日目以降について算定〕 

※１ 地域活動支援センター、介護保険サービス、精神科デイケア等 

 

（12）精神障害者地域移行特別加算  

◆ 算定要件（以下の要件を全て満たした場合、1日につき算定可能） 

  ① 運営規程の「主たる対象とする障害者の種類」に精神障害者が含まれていること 

② 共同生活援助事業所の従業者のうち社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である

従業者を１人以上配置 

③ 当該社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等従業者が、精神科病院に１年以上入

院していた精神障害者であって、当該精神科病院を退院してから１年以内のものに対し、

共同生活援助計画を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の

支援等を行った場合 

※ ただし、地域生活移行個別支援特別加算を算定している場合には算定できません。 

※ 1 年以上精神科病院に入院し、退院後、一定期間居宅等で生活した精神障害者であって

も、退院から１年以内について、加算を算定できるもの。 

 

◆ 支援内容（算定する事業所は、該当利用者に対し、以下の支援を行うもの） 

① 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等従業者による、本人、家族、精神科病院

その他関係者からの聞き取り等によるアセスメント及び地域生活に向けた共同生活援助

計画の作成 

② 精神科病院との日常的な連携（通院支援を含む） 

③ 対象利用者との定期及び随時の面談 

④ 日中活動の選択、利用、定着のための支援 

⑤ その他必要な支援 
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（13）強度行動障害者地域移行特別加算  

 ◆ 対象：日中サービス支援型、介護サービス包括型 

 ◆ 算定要件（以下の要件を全て満たした場合、1日につき算定可能） 

① 利用者が、障害支援区分認定調査結果に基づき、当該認定調査の項目中行動関連項目

について算出した点数の合計が 10点以上の強度行動障害を有する者であって、指定障

害者支援施設又は指定障害児入所施設等に 1 年以上入所した者であって当該施設を退

所してから１年以内の障害者であること。 

② 共同生活援助事業所のサービス管理責任者又は生活支援員のうち強度行動障害支援者

養成研修（実践研修）修了者又は行動援護従業者養成研修修了者を１以上配置してい

ること。 

③ 共同生活援助事業所の生活支援員のうち強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修

了者又は行動援護従業者養成研修修了者の割合が 100 分の 20 以上であること。 

 

（14）体験入居について  

 共同生活住居における空き室を利用し、入所、入院中又は家族等と同居している者等であって、

共同生活住居への入居を希望している者に対して体験的な入居を提供することができます。 

！ 体験入居については定員の範囲内で実施することとなりますので、定員外の居室を利用する

場合は、当該居室を含めた定員に変更する必要があります。 

！ 人員配置についても利用者と体験入居者の合計数に応じて人員基準を満たす必要があります。 

！ 体験入居についても、利用者の支給決定の手続きが必要となります。 

 

（15）視覚・聴覚言語障害者支援体制加算  

 重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち２以上の障害を有する当該利用 

者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する従業者が一定数以上配置されている場 

合に算定できます。 

 

（16）強度行動障害者体験利用加算  

下記の①②を満たす事業所が、強度行動障害を有する者に対して体験利用として援助を行った

場合に、1日につき所定単位数を加算できます。 

① サービス管理責任者又は生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修

了者又は行動援護従業者養成研修修了者を１人以上配置していること。 

② 生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者又は行動援護従業者

養成研修修了者の割合が 100 分の２０以上であること。 

！ 重度障害者支援加算を算定する場合には、当該加算は算定できません。 

 

（17）医療的ケア対応支援加算  

看護職員を常勤換算方法で１以上配置している指定共同生活援助事業所等において、スコア

表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者に対して指定共同生活

援助等を提供する場合に算定できます。 
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（18）医療連携体制加算  

  医療機関等の連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や

介護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合等に算定できます。 

 ！ 当該利用者の主治医から看護の提供又は喀痰吸引に係る指導等に関する指示を受け、その

指示について、内容を書面で残してください。なお、情報共有を行い、必要な指示を行うこ

とができる場合に限り主治医以外の医師の指示であっても差し支えありません。 

 ！ 看護の提供において、当該利用者の主治医の指示で受けた具体的な看護内容等を個別支援

計画等に記載してください。また、主治医に対し、定期的に看護の提供状況等を報告してく

ださい。 

  

（19）高次脳機能障害者支援体制加算（新設）  

◆ 具体的な取扱い 

以下のいずれも満たす場合に加算 

・高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の１００分の３０以上 

   ・高次脳機能障害者支援者養成研修を修了した従業者を事業所に５０：１以上配置し、 

当該従業者の配置を公表していること。 

 

（20）ピアサポート実施加算・退居後ピアサポート実施加算（新設）  

（１） ピアサポート実施加算 

◆ 対象サービス：介護包括型、外部サービス利用型 

◆ 具体的な取扱い 

次のアからウのいずれにも該当する事業所において、障害者等であり、かつ障害者ピアサ

ポート研修修了者である従業者がその経験に基づき、利用者に対して相談援助を行った場合

に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、１月につき所定単位数を加算する。 

ア 自立生活支援加算（Ⅲ）を算定している。 

イ 障害者ピアサポート研修修了者を事業所の従業者として２名以上（２名以上のうち１

名は障害者等）配置している。 

ウ イにより配置した者のいずれかにより、事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮

等に関する研修が年１回以上行われている。 

 

（２）退居後ピアサポート実施加算 

◆ 対象サービス：介護包括型、外部サービス利用型 

◆ 具体的な取扱い 

次のアからウのいずれにも該当する事業所において、障害者等であり、かつ障害者ピアサ

ポート研修修了者である従業者が、その経験に基づいて、利用者に対して相談援助を行った

場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じて所定単位数を加算する。 

ア 退居後共同生活援助サービス費又は退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス

費を算定している。 

イ 障害者ピアサポート研修修了者を、事業所の従業者として２名以上（２名以上のうち

１名は障害者等とする）配置している。 
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ウ イにより配置した者のいずれかにより、事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮

等に関する研修が年１回以上行われている。 

 

（21）集中的支援加算（新設）  

◆ 集中的支援加算（Ⅰ） 

強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が指定共同生活援助

事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合、３月以内の期間に限り１月に４回を限度と

して加算。 

 

◆ 集中的支援加算（Ⅱ） 

集中的な支援が必要な利用者を、他の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施

設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を行った場合、３月以内の期間につい

て加算。 

  ※集中的支援加算（Ⅱ）を算定する場合は、集中的支援加算（Ⅰ）も算定可能。 

 

 

（22）障害者支援施設等感染対策向上加算  

◆ 障害者支援施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 

以下の（１）～（３）を満たした施設において、１月につき所定単位数を加算。 

（１）第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保して

いる。 

（２）協力医療機関等との間で、感染症の発生時の対応を取り決めており、感染症の発生時に、 

協力医療機関等と連携し適切に対応できる。 

（３）医科診療報酬点数表の感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った

医療機関が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に、１年に１回以上参加しているこ

と。 

 

◆ 障害者支援施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 

医科診療報酬点数表の感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１回以上

実地指導を受けている施設において、１月につき所定単位数を加算。 

 

 

（23）新興感染症等施設療養加算  

 入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を

行う医療機関を確保している施設等において、入所者に対し、適切な感染対策を行った上で支援

を行った場合に、１月に５日を限度として所定単位数を加算。 

 

！ 別に厚生労働大臣が定める感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定します。 

 

 


